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平成30年度第１回「衛生水準の確保・向上事業推進会議」
が、平成30年８月２日（木）に日本政策金融公庫東京中
央支店会議室において、東京都生活衛生同業組合連合会所
属の16組合理事長、木村秀嘉東京都福祉保健局健康安全
部環境保健衛生課長、山田康二日本政策金融公庫東京地区
統轄及び相澤伸一東京都生活衛生営業指導センター専務理
事の出席のもと、開催されました。
開催に先立ち、指導センターの山縣理事長より「平成
26年度より各生活衛生同業組合との連携のもとに、衛生
水準の確保向上事業を実施しています。毎年11月を生活
衛生同業組合活動推進月間と定め、指導センターと生衛組
合、さらには関係機関とも連携を密にし、組合加入促進の
ため、組合の広報や活動活性化を図ってまいりましたが、
５年目の節目を迎え心も新たに取り組んでまいりたい。｣
との所信表明がありました。
議事では、指導センター及び各生衛組合から平成30年
度行動計画について説明、提案がなされ、審議の結果、全
会一致で承認されました。
また、行動計画の円滑な実施へ向けて、東京都の木村課
長及び日本公庫の山田地区統轄から本事業への協力につい
ての心強い発言がありました。
第２回の推進会議は平成31年２月に開催し、行動計画
に基づく事業の実施報告と評価を行う予定です。

 指導センターの主な事業行動計画

・推進会議の開催
年２回（８月、31年２月）

・広報・啓発事業
全国センター作成の「生衛法60年の歩み」チラシの配布、
広報誌「生衛とうきょう」等の各種媒体による広報活動
の実施
・「新規営業許可店舗情報の整理と生衛組合への情報提供
・東京都に対する要請行動
・�若手・後継者等の人材育成セミナー及び生衛組合事務局
職員等研修会の実施

衛生水準の確保・向上事業推進会議を開催

11月は
「生活衛生同業組合活動推進月間」

です！
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平成29年
生衛法制定施行60周年
生衛業を守って60年

平成12年
第16次改正 
法律名称を環衛法から

「生衛法」に変更

昭和54年
第8次改正 
生衛法の目的を生衛業の
振興と消費者保護に改正
都道府県・全国指導
センターの設立

昭和32年
生衛法6月制定・9月施行 
生衛組合が設立される
※当時の名称は「環衛法」

生衛法は、私たち生衛業の
振興・発展を支援する法律です

生衛法はこのような法律です

昭和30年
生衛業の経営安定のための
法律制定を国会に請願

昭和20年代後半
低料金店の出現などで生衛業界は
過当競争で社会問題化

◦振興指針
厚生労働大臣が、生衛業の振興に
必要な指針を定め、生衛組合は指針
の内容を具体化した振興計画を作成
します。
◦税制の優遇措置

◦金融公庫融資
生衛組合員になると、低金利で無担
保・無保証人の金融公庫融資が受け
られます

生衛法に基づいて設立された生衛組合は、営業者の自主的活動による生衛業界振興のための組織です
国、指導センター、日本政策金融公庫は、生衛組合や生衛業の皆様を支援しています

生衛法第 1 条（目的）
この法律は、公衆衛生の見地から国民の日常生活に極めて
深い関係のある生活衛生関係の営業について、衛生施設の
改善向上、経営の健全化、振興等を通じてその衛生水準の
維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護
に資するため、営業者の組織の自主的活動を促進するととも
に、当該営業における過度の競争がある等の場合における料

金等の規制、当該営業の振興の計画的推進、当該営業に関
する経営の健全化の指導、苦情処理等の業務を適正に処理
する体制の整備、営業方法又は取引条件に係る表示の適正
化等に関する制度の整備等の方策を講じ、もつて公衆衛生
の向上及び増進に資し、並びに国民生活の安定に寄与する
ことを目的とする。

11月は生活衛生同業組合活動推進月間です

生活衛生営業指導センターは、衛生水準の維持向上及び経営の健全化の観点から、生衛業の皆さまを支援する組織です。
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◦標準営業約款
◦各種ご相談の受付
◦研修会・講習会の実施
◦最新情報の発信
指導センターは、衛生水準の維持向
上、経営の健全化のため、生衛業者・
生衛組合を強力サポートしています

◦経営安定化事業の支援
◦地域活性化事業の支援
◦後継者育成事業の支援　等

生衛組合
振興計画を作成

生衛業者
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平成30年
次の10年へ
生衛法とともに歩みます

都道府県生活衛生営業指導センターは
生衛業の皆様と生衛組合を支援します

お問い合わせは都道府県生活衛生営業指導センターへ

公益財団法人 全国生活衛生営業指導センター
住所　〒105-0004　東京都港区新橋６- ８-２　全国生衛会館2階

TE L　03-5777-0341　FAX　03-5777-0342
URL  http://www.seiei.or.jp

北 海 道 011-615-2112
青 森 県 017-722-7002
岩 手 県 019-624-6642
宮 城 県 022-343-8763
秋 田 県 018-874-9099
山 形 県 023-623-4323
福 島 県 024-525-4085
茨 城 県 029-225-6603
栃 木 県 028-625-2660
群 馬 県 027-224-1809
埼 玉 県 048-863-1873
千 葉 県 043-307-8272
東 京 都 03-3445-8751
神奈川県 045-212-1102
新 潟 県 025-378-2540
富 山 県 076-442-0285

石 川 県 076-259-6510
福 井 県 0776-25-2064
山 梨 県 055-232-1071
長 野 県 026-235-3612
岐 阜 県 058-216-3670
静 岡 県 054-272-7396
愛 知 県 052-953-7443
三 重 県 059-225-4181
滋 賀 県 077-524-2311
京 都 府 075-722-2051
大 阪 府 06-6943-5603
兵 庫 県 078-361-8097
奈 良 県 0742-33-3140
和歌山県 073-431-0657
鳥 取 県 0857-29-8590
島 根 県 0852-26-0651

岡 山 県 086-222-3598
広 島 県 082-532-1200
山 口 県 083-928-7512
徳 島 県 088-623-7400
香 川 県 087-862-3334
愛 媛 県 089-924-3305
高 知 県 088-855-5100
福 岡 県 092-651-5115
佐 賀 県 0952-25-1432
長 崎 県 095-824-6329
熊 本 県 096-362-3061
大 分 県 097-537-4858
宮 崎 県 0985-25-1466
鹿児島県 099-222-8332
沖 縄 県 098-891-8960

全国生活衛生営業指導センター
都道府県生活衛生営業指導センター
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平成30年度の東京都における生活衛生経営特別相談員は
17組合合計で106名が東京都から委嘱されています。
経営特別相談員の方々は、巡回指導、融資相談、経営相談
などを行うとともに日本公庫の「生活衛生改善貸付」の推薦
審査も行っております。
当センターでは、経営特別相談員を対象とした研修会等を
年２回開催しております。
第１回目は７月24日（火）に主婦会館プラザエフに於いて、
多数の参加者を得て開催されました。
研修のテーマ等は次のとおりです。

Ⅰ　食品衛生の側面から危機管理を考える。
講師：東京都福祉保健局　健康安全部
　　　食品監視課　課長代理
　　　（食中毒調査担当）
� 高橋　八重子�氏
＊食中毒の発生状況、食中毒の原因から
食中毒防止の３原則（つけない、ふやさない、やっつける）
を具体的に説明していただき、経営者としての危機管理を食
品衛生の側面から「食中毒を発生させない」「従業員の健康
管理」「体調不良を申告できる環境づくり」について解説し
ていただきました。

Ⅱ　最低賃金制度・賃金引上げにむけた支援策について
講師：東京働き方改革推進支援センター
　　　アドバイザー� 谷　進二�氏
＊最低賃金制度、地域別最低賃金、産業
別賃金の状況等について説明をいただき、
最低賃金引上げに向けた生産性向上の具
体的事例や業務改善助成金について解説いただきました。

Ⅲ　衛経貸付の推進について
講師：
�（公財）全国生活衛生営業指導センター 
　　　指導調査部長� 石井　政美�氏
＊経営特別相談員の方々が衛経貸付を推
進する上で日頃から思っている疑問など
をQ&A方式で解説していただきました。
　また、衛経貸付の融資限度額が2,000万円に拡充されたこ
とに伴い、1,500万円を超える金額を推薦する場合にこの研
修の受講が必要となったことなど、限度額拡充に関する留意
事項についても説明していただきました。

Ⅳ　制度改正と衛経貸付の推薦上の留意事項
講師：（株）日本政策金融公庫
　　　東京中央支店　国民生活事業
　　　融資第二課長� 猿渡　晴信�氏
＊平成30年度の主な制度改正点、指導セ
ンターによる推薦事務代行スキーム及び
衛経貸付の申込相談時にどのような点に留意して相談に応じ
ればよいか、また、融資推薦書（補助票）の記入方法、チェッ
クポイント等についてわかり易く説明いただきました。

　平成30年７月11
日（水）に日本公
庫渋谷支店と共催
で「経営課題解決
セミナー」を恵比
寿サウスワンで開
催いたしました。
　第１部の基調講演では、（株）事業パートナ―の代表取締役　
松本　光輝氏が「飲食店の生き残り３か条」と題して、小規模・
中小企業が競争社会で勝ち抜き、生き残っていくために、会社
経営はどうあるべきか？多くの経営者が知っておくべき内容を
経営の三要素である“ヒト・モノ・カネ”に焦点を当て、体験談
を交えて「次の一手」のヒントとなる情報と具体的な進め方を
お話しいただきました。
　第２部の「各機関の取組み」では、当指導センターの相澤専
務理事が指導センターの役割、事業内容（無料相談、研修会・
講習会の開催、最新情報の提供等）について説明を行いました。

　平成30年８月２日（木）日本公庫東京研修会館に於いて、東
京都生活衛生同業組合理事長と日本政策金融公庫都内支店国民
生活事業統轄との懇談会を開催しました。
　懇談会には、東京都福祉保健局健康安全部　木村環境保健衛
生課長、日本公庫国民生活事業本部　今井生活衛生融資部長に
も出席いただき、各組合が抱えている諸問題、今後の対応や公
庫に対する要望などの発言がありました。
　公庫からは生衛貸付の融資実績と経営課題の解決に向けた取
組みについての説明がありました。
　懇談会終了後、懇親会が開かれ、幅広く意見交換が行われ、
親交を深めました。

経営特別相談員研修会を開催

日本公庫と共催で「セミナー」を開催 生衛組合理事長と
日本公庫国民事業統轄との懇談会を開催
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菅原印刷株式会社

〒111-0051 
東京都台東区蔵前3-15-1 エスピービル　

TEL.03-5687-2211（代）　FAX.03-5687-2310

企画からデザイン、制作、
印刷、納入、発送に至るまで
全行程をお任せください。

［主 催］日本政策金融公庫 東京中央支店　　［共 催］東京都生活衛生営業指導センター

訪日外国人集客で売上アップ
～外国語ができない私でも、年間1,000人増も夢ではない！～

日  時 2018年10月９日（火）［セミナー］14：30～ 16：30（定員100名）
［個別相談］16：30～ 17：00（希望者のみ）

会 場 日本政策金融公庫 東京中央支店 ４階
（東京都中央区新川１－17－28　地下鉄日比谷線・東西線茅場町駅 4b出口 徒歩３分）

プ ロ グ ラ ム

飲食業、ホテル旅館業などのサービス関連業で
訪日外国人向けの売上を増やしたいという方におすすめの内容です！

□P　訪日外国人誘客の際の注意点を知りたい！
□P　外国語は苦手だが言語対応を工夫し受け入れたい！
□P　訪日外国人に自社の魅力をアピールしたい！

【セミナー概要】
　少子化や国内需要が低迷するなか、2017年の訪日外国人は28百万人を超え、インバウンド市場が急激に拡大
してきています。
　安定的な訪日外国人の誘客を行うためには、国ごとに異なる市場の状況や、ニーズなどの専門的な情報を知り、
対応していくことが必要となります。
　これから具体的になにをするべきか、本セミナーでは、効果的な訪日外国人の集客方法と具体的な事例紹介を
交え、実践的なノウハウを学んでいただけます。

【プログラム】
１　訪日外国人市場の概要 ２　外国人旅行者の「誘客」について
　　（１）訪日外国人市場の現状 　　（１）外国人旅行者が参考にする情報とは
　　（２）地域ごとの旅行消費の特性 　　（２）ご来店いただくために必要なことは
　　（３）外国人が魅力に感じる日本の「食」とは 　　（３）お客さま満足度を高める工夫

講 師

井
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 氏
中小企業診断士、フードツーリズム・コンサルタント、日英翻訳家

旅行会社にて訪日旅行市場のマーケティング、宿泊施設の販促等に５年半携わった経験や大手テー
マパークでのアルバイトを含め、観光業・サービス業に約20年間従事。世界一の観光大国フランス
に２年間留学し、エセック経済商科大学院大学にて国際ホテル経営学修士（MBA）を取得。
現在は、主に観光業・サービス業の中小規模事業者を対象にマーケティング戦略や外国人対応等の
支援を行う。

お問い合わせ先 日本政策金融公庫　東京支店　国民生活事業 　TEL 03-3270-1301（担当：玉木、篠田）

参加費
無料

■■■■■■ センターからのお役立ち情報 ■■■■■■

経営課題解決セミナー
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組合だより

　全国氷雪販売業生活衛生同業組合連合会で
は、同連合会に加盟する組合員のみが使用で
きるオリジナルブランド「氷屋純氷」を創設

し普及を開始しました。
　このシンボルマークは全体的に和をモチーフにしており、業歴
の長い氷屋の伝統を連想させるデザインとなっております。
　今後は、組合員の店頭や車両などをはじめとし、様々な場面で
この「氷屋純氷」のマークを掲げていきます。また、商品パッケー
ジに順次貼付していく予定で、このマークが高品質で衛生面にも
優れた氷屋の氷の証となるよう努力を重ねて参りますので、是非
応援お願いします！

【ご案内】
　生衛業における衛生水準の確保は非常に重要なことから、指
導センターでは感染症に対する知識の普及及び注意喚起を目的
に年１回講習会を実施しています。今回は、日常的な健康管理
に欠かせない定期健康診断と最近の感染症の動向をメインテー
マに、専門家の方にわかりやすく解説していただきます。
　参加費は無料です。奮ってご参加ください。
【日時】平成30年12月４日（火）14：00 ～ 16：00
　　　 〈開場：13：30 ～〉
【定員】先着100名
【会場】主婦会館　プラザエフ８階　スイセン

（東京都千代田区六番町15　JR四ツ谷駅徒歩１分）
【申込】組合員は①、組合員以外は②の方法で

①各組合配布の申込書を各組合事務局にFax
② 指導センター HPから申込書をダウンロードし、指導

センターにFax（03－3445－8753）
【締切】平成30年11月20日（火）

１部『 生衛業の基本は人材の健康！　事業主も従業員も
健康診断を定期的に受けよう！』仮題

○ 忙しさにかまけて、ついつい健康診断を後回しにしていませ
んか。ご自身や従業員の方の健康状態をしっかり把握するこ
とは商売の基本です。
今年４月から、労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の診
断項目の取扱いが一部変更になっています。各検査項目の数
値の見方なども含めて、健康診断と健康管理について改めて
学びます。

２部『生衛業として知っておきたい、最近の感染症に 
　　　ついて』仮題

○ 接客を伴う生衛業にとって、正しい感染症の知識を持ち、ま
ん延防止対策を徹底することは極めて重要です。今年は風疹

の流行が懸念されていますが、海外から持ち込まれる感染症
への備えも含め、最近の感染症事例を中心に、それぞれ特徴
や予防策、発生した場合の対応などを学びます。

講習会の詳細は指導センターHPに掲載します。

※詳しい内容は、下記指導センターホームページをご覧下さい。

◆講習会実施者  富士通エフ・オー・エム（株） ◆講習時間

◆申込方法
＜会　　場＞港区海岸 1-16-1（ニューピア竹芝サウスタワー 14 階）

＜アクセス＞新交通ゆりかもめ  竹芝駅から徒歩 1分
　　　　　　JR 浜松町駅（北口）から徒歩 8分
　　　　　　都営地下鉄大江戸線  大門駅（Ｂ2出口）から徒歩 8分

午前 9時 30 分～午後 4時 30 分

裏面「受講申込書」をご記入の上、
所属の各組合に FAX でお申し込みください。

講習会について
の問い合わせ先

公益財団法人  東京都生活衛生営業指導センター
(HP)http://www.seiei.or.jp/tokyo/ ( 0 3 ) 3 4 4 5 - 8 7 5 1

平成 30 年度

受講料は
テキスト代のみ！
（先着順）

パソコン、
タブレットは
お一人に 1台
ご用意します

各講座
日曜日も
開講！

あなたに
あった講座は
ありますか
（？？）

生衛業のための生衛業のための

パソコン講習会パソコン講習会
中級応用ご案内中級応用ご案内

11

10

講　座　名

①
②

③

④

⑤
⑥
⑦
⑧

10
1 , 6 0 0 円

10 月 17 日
（水）

月　日（日）11
月　日（火）
月　日（火）
6
4

11

日（火）
13
20

14

14
11月　日（日）

日（日）
18
25

10 月 24 日
（水）

2 , 5 0 0 円

12月　日（日）2
12月　日（火）4
12月　日（日）16
12月　日（火）18

14
14
14
14

11 月 14 日
（水）

11 月 28 日
（水）

2 , 0 0 0 円

1 , 3 0 0 円

認知度アップ！
ツィッター活用講座

ホームページ作成コース
（ホームページビルダー）2日間

集 客 ア ッ プ ！
ポップ、チラシ作成コース

コツ伝授！デジタル写真
(Word2013 編 )

自由自在コース (Word2013)

開 催 日 定員 申込締切日 受講料コース
番号

■■■■■■ センターからのお役立ち情報 ■■■■■■

生衛業のための感染症対策講習会

全国氷雪販売業
生活衛生同業組合連合会

氷雪組合独自のブランド
「氷屋純氷」が誕生しました！

平成30年度
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組合だより

東京都理容
生活衛生同業組合

　平成30年７月10日（火）、宇都宮グランドホテルにおいて「第62回関東甲信越理容競技大会」が開催され、東
京選手団は日頃培った練習の成果を遺憾なく発揮し、第２部門では東京都選手が表彰台を独占！全国大会（10月
８日（月・祝）、熊本県）に期待がふくらむ結果となりました。

　平成30年８月５日（日）に日本クリーニ
ングセンター２階ホールにおいて「平成30

年度役員・支部長・会計担当者等研修会」が開催された。
　当日行われたテーマは３つ。
テーマ①「全ク連機構改革について」
テーマ②「長期間放置品解消対策について」
テーマ③「東京組合事業各種事務手続き等について」
といった内容で行われた。

全ク連機構改革
　まず、テーマ①の「全ク連機構改革について」には全ク連会
長の小池広昭氏と、専務理事の金子征実氏をお招きし、全国的
に組合員数が減少していることを受けて実施した、また将来的
に実施検討を行っている事案等、全ク連の機構改革の具体的内
容について紹介が行われた。
　現在全国の組合のうち26県が組合員数100名を割っている状
況にあり、近い将来5000名の組合員数でも健全運営を行ううえ
で、スリム化と会費の値上げが不可欠とのこと。
　スリム化に関しては、役員定数や会議費、事業費など全般的
な見直しによりコストカットを実現。会費に関しては平成９年
以降平成29年度末の21年間、組合員数が15468名減少しても、

値上げしないで済んだ点などを説明し、いよいよ限界に来た事
から値上げに理解を得たい旨を説明した。

長期間放置品解消対策
　続いて、テーマ②の「長期間放置品解消対策」には、全ク連
より半田裕施事務局長をお招きし、長年悩まされている長期放
置品解消に向けた考え方や取り組み方を具体的に解説頂いた。
　解消に向けては「過去からの長期間放置品を解消するための
アプローチ」と「今後放置品を増やさないためのアプローチ」
というように、過去と将来の放置品対策について分けて説明が
あった。

東京組合事業各種事務手続き等について
　最後に、この日のメインテーマである組合事務局全職員によ
る「各種事務取扱手続き」について説明が行われた。なお前回
同様、従来のテキストだけでなくスクリーンに説明ポイントや
手続きの流れをチャート図にして表しパワーポイントで映し出
すことで耳からだけでなく、視覚にも訴えかけ今後の事務処理
効率の向上を目指した。

「第62回関東甲信越理容競技大会」
東京選手陣、全国大会に期待がふくらむ

第１部門　Barber Style
優　勝　田山　凖一　茨城県
２　位　安納　一穂　神奈川県　
３　位　千葉　　忍　東京都（多摩小平）
敢闘賞　小針　光功　東京都（多摩府中北）
敢闘賞　小針　秀文　群馬県

第２部門　レディスカット・パーマスタイル
「Ladies hair Marge」
人間モデル
優　勝　中森　善裕　東京都（北）
２　位　加々美賢育　東京都（豊島）
３　位　柳田　広夢　東京都（江東）
敢闘賞　井上　敦史　東京都（新宿）
敢闘賞　大久保成美　埼玉県

第３部門　メンズカット・パーマスタイル
優　勝　高橋　　旬　東京都（墨田）
２　位　加藤　尚生　埼玉県
３　位　小林　尚幸　東京都（多摩府中北）
敢闘賞　佐々木魁斗　東京都（文京）
敢闘賞　多田　隼人　千葉県

平成30年度 役員・支部長・会計
担当者等研修会開催される

東京都クリーニング
生活衛生同業組合

ジュニア部門　クラシカルバックバリエーションヘア
優　勝　佐藤　文哉　新潟県　
２　位　西澤　伊織　東京都（多摩府中北）
３　位　横山　海里　埼玉県
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集団取扱

公財）全国生活衛生営業指導センター賛助会員
公財）東京都生活衛生営業指導センター賛助会員
アフラック募集代理店

㈱ユニバーサルファミリー
〒164-0012 中野区本町 2-46-2　中野坂上セントラルビル 1階 0120-12-6561

平成 30 年 4月 2日　新発売
〈生きるためのがん保険Days 1 〉の詳しい資料発送・商品説明については発売日 4月 2日以降となります。

引受保険会社
アフラック　東京総合支社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 1-23-7

新宿ファーストウエスト 17 階
お問い合わせ・各種お手続きコールセンター

0120-5555-95

AF271-2018-5040 3 月 12 日（190312）

　食中毒の発生を未然に防止し、食品の安全性を確保するため、都及
び特別区・八王子市・町田市は、６月１日から８月31日まで、食品
関係事業者等に対する夏の食品衛生一斉監視を実施しました。このた
び、６月１日から７月31日までの実施結果について、速報値を取り
まとめましたので、お知らせします。
　この期間、食品関係営業施設延べ107,194軒の立入検査を行い、食
品の衛生的な取扱い等について指導しました。また、食品等5,753検
体について検査を実施した結果、大腸菌群が検出された「アイスクリー
ム」、表示に記載のない着色料が検出された「ワイン」等、計７検体
の違反を発見し、必要な措置を行いました。

重点監視項目の結果概要

　今夏の食品衛生一斉監視では、下記の４点について重点的に監視指
導を行っています。
１　食肉等の監視指導　…　延べ13,109軒
　近年、食中毒が相次いでいる鶏肉等の生又は加熱不十分な調理での
提供について、飲食店等に対する監視指導を行いました。その結果、
鶏肉等を生又は加熱不十分な調理で提供していた飲食店等327軒に対
して、十分に加熱するよう指導しました。このほか、法律で禁止され
ている牛レバー刺しを提供していた飲食店１軒に対して、提供中止を
指導しました。
２　大量調理施設等の監視指導　…　延べ6,330軒
　食中毒が発生した際に大規模な患者発生につながる集団給食施設、
弁当製造施設等に対し、監視指導を行いました。その結果、大量調理
施設等172軒に対して、食品の衛生的な取扱い等の改善を指導しまし
た。特に、高齢者施設に対しては、腸管出血性大腸菌O157食中毒を
防止するため、生野菜の殺菌等について重点的に監視指導を行いまし
た。
３　食品の表示に関する監視指導　…　205,814品目
　期限表示やアレルゲン表示等を中心に、食品表示法に基づいた表示
検査を行いました。その結果、860品目の食品について、食品添加物
や原産地等の表示を適正に行うよう指導しました。

４　その他　…　延べ40,829軒
　盛夏の開催となる東京2020オリンピック・パラリンピック競技大
会に備え、宿泊施設や飲食店等に対し、夏期における食品の取扱い等
を中心に監視指導を行いました。その結果、1,312軒に対して、食品
の温度管理等について指導しました。

　上記の一斉監視事業の実施結果については、事業実施後に取りまと
め、食品衛生関係事業報告において公表を行う予定です。

今夏の食品衛生一斉監視実施結果（中間報告）東京都からのお知らせ

問合せ先 	 福祉保健局健康安全部食品監視課
	 電話　03-5320-4404

生活衛生関係営業施設数 　（平成30年６月末現在）

施設数 備　　　考
理 容 所 8,121 
美 容 所 22,996 
ク リ ー ニ ン グ 所 3,440 リネン・取次所を除く

興 行 所 449 映画・演劇のみ（多目的・スポーツ・
その他、仮設除く）

旅　館　・　ホ　テ　ル 2,054

「ホテル」「旅館」は平成30年６月
の旅館業法改正により、「旅館・ホ
テル」に統合されたため、６月末で
の施設数は合算して算出している。

簡 易 宿 所 1,250 
普 通 公 衆 浴 場 552 銭湯のみ（うち公営銭湯１を除く）
飲 食 店

（ 中 華 料 理 店 を 含 む ）139,204 

喫 茶 店 2,698 
す し 店 4,480 
そ ば 店 4,842 
社 交 業 9,893 
食 肉 販 売 店

（食鳥肉販売店を含む） 14,837 

氷 雪 販 売 業 163 
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＊四半期毎。白抜き記号は、各年４～６月期。 

 ➣ 売上ＤＩ（東京）▲12.1(前期比 15.2ポイント上昇、前年同期比 9.0ポイント低下） 

➣ 業況ＤＩ（東京）▲6.1(前期比 36.3ポイント上昇、前年同期比 13.8ポイント低下） 

➣ 来期（７～９月期）は、売上 DＩは横ばい、業況 DＩは低下する見込み 
 

４～６月期景気動向 ～生活衛生関係営業の景況～ 

 

振興事業貸付のご案内 
 

 設備資金 運転資金 

ご利用いただける方 振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員で、生活衛生関係の事業を営む方 

融資限度額  
1 億 5,000 万円～7 億 2,000 万円  

（業種によって異なります。）  5,700 万円  

ご返済期間  
20 年以内  

（お使いみちによって異なります。）  
7 年以内  

うち据置期間 2 年以内  2 年以内  

 （注 1）振興事業促進支援融資制度を適用した場合は、適用される利率から 0.15％引き下げた利率でご利用いただけます。 

（注 2）お使いみち、ご返済期間または担保の有無などによって異なる利率が適用されます。 

詳しくは支店窓口までお問い合わせください。 

 

「国の教育ローン」のご案内 

 
「国の教育ローン」は、高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした融資制度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活衛生関係営業の皆さまへ 
「生活衛生関係営業の景気動向等調査結果」と日本公庫の融資のご案内 

 

▲ 12.1 ▲ 12.1

▲ 6.1

▲ 18.2

▲ 50.0

▲ 40.0

▲ 30.0

▲ 20.0

▲ 10.0

0.0

10.0

20.0

2015年
4-6 7-9 10-12

2016年
1-3 4-6 7-9 10-12

2017年
1-3 4-6 7-9 10-12

2018年
1-3 4-6 7-9

【売上ＤＩと業況ＤＩの推移】 売上ＤＩ（東京）

売上ＤＩ（全国）

業況ＤＩ（東京）

業況ＤＩ（全国）

（見通し）

 

【ご融資額】お子さま１人あたり３５０万円以内 

【ご返済期間】１５年以内 

【お問い合わせ先】教育ローンコールセンター 

ご入学前のまとまった費用の準備が可能！ 固定金利、長期返済なので安心！ 35年以上の取扱実績！ 

0570-008656 

生活衛生関係営業の皆さまへ
「生活衛生関係営業の景気動向等調査結果」と日本公庫の融資のご案内
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賛 助 会 員 加 入 社 一 覧

タ カ ラ ベ ル モ ン ト 株 式 会 社
〒107-0052　港区赤坂7-1-19　 　 　 TEL.3404-1793

明 治 記 念 館
〒107-8507　港区元赤坂2-2-23　 　  TEL.3403-1171

株式会社ユニバーサルファミリー
〒164-0012　中野区本町2-46-2 中野坂上セントラルビル1F　TEL.0120-12-9761

株 式 会 社 八 芳 園
〒108-8631　港区白金台1-1-1　　　 TEL.3443-3111

株 式 会 社 ア イ フ ィ ス
〒112-0005　文京区水道2-10-13　　TEL.5395-1201

大 蔵 映 画 株 式 会 社
〒141-0021　品川区上大崎2-24-15 目黒西口ビル10階　TEL.3493-6115

アフラック生命保険株式会社東京総合支社
〒160-0023　新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウェスト17F　TEL.3344-1580

菅 原 印 刷 株 式 会 社
〒111-0051　台東区蔵前3-15-1 エスピービル　TEL.5687-2211

ダ イ ヤ 印 刷 株 式 会 社
〒101-0021　千代田区外神田6-11-10 西岡第２ビル　TEL.5817-3351

日本たばこ産業株式会社東京支店
〒150-6008　渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー8F　TEL.6703-0567

プ ラ ネ ッ ト ワ ー ク ス株 式 会 社
〒150-0041　渋谷区神南1-5-14三船ビル406　TEL.5728-3576

株 式 会 社 夢 グ ル ー プ
〒112-0013　文京区音羽2-10-2 音羽NSビル5F　TEL.5395-7503

株 式 会 社 ク ロ ス
〒107-0052　港区赤坂4-3-15 FSK赤坂ビル2F　TEL.5573-8756

株式会社ブレイン アンド パートナーズ
〒111-0042　台東区寿3-7-11　　　  TEL.3847-7339

株式会社ミツウロコヴェッセル
〒104-0031　中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン　TEL.3257-6316

（平成30年９月１日現在）


